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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半絶縁ウエハであって、前記半絶縁ウエハは、アモノサーマル法を用いて成長された結
晶ＧａｘＡｌｙＩｎ１－ｘ－ｙＮ（０≦ｘ≦１、０≦ｘ＋ｙ≦１）を備え、前記結晶Ｇａ

ｘＡｌｙＩｎ１－ｘ－ｙＮは、１０ｍｍ２を上回る表面積および２００ミクロンを上回る
厚さを有し、前記結晶ＧａｘＡｌｙＩｎ１－ｘ－ｙＮは、前記ウエハを半絶縁にするため
に所定量のビスマスでドープされ、
　前記ウエハの抵抗率は、１０４オーム・ｃｍを上回り、
　ビスマスでドープされた前記結晶ＧａｘＡｌｙＩｎ１－ｘ－ｙＮは、１０５ｃｍ－２未
満の転位および／または粒界の密度を有する、半絶縁ウエハ。
【請求項２】
　前記結晶は、超臨界アンモニア中で成長されたＧａｘＡｌｙＩｎ１－ｘ－ｙＮ（０≦ｘ
≦１、０≦ｘ＋ｙ≦１）のバルクインゴットをスライスすることによって加工される、請
求項１に記載の半絶縁ウエハ。
【請求項３】
　半絶縁ウエハであって、前記半絶縁ウエハは、アモノサーマル法を用いて成長された結
晶ＧａｘＡｌｙＩｎ１－ｘ－ｙＮ（０≦ｘ≦１、０≦ｘ＋ｙ≦１）を備え、前記結晶Ｇａ

ｘＡｌｙＩｎ１－ｘ－ｙＮは、１０ｍｍ２を上回る表面積および２００ミクロンを上回る
厚さを有し、前記結晶ＧａｘＡｌｙＩｎ１－ｘ－ｙＮは、前記ウエハを半絶縁にするため
に所定量のビスマスでドープされ、
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　前記ウエハの抵抗率は、１０４オーム・ｃｍを上回り、
　前記ウエハは、１０５ｃｍ－２未満の線欠陥および粒界の密度を伴う、高配向多結晶ま
たは単結晶のＧａｘＡｌｙＩｎ１－ｘ－ｙＮ（０≦ｘ≦１、０≦ｘ＋ｙ≦１）を備える、
半絶縁ウエハ。
【請求項４】
　前記ウエハは、ＧａＮである、請求項１～３のいずれかに記載の半絶縁ウエハ。
【請求項５】
　ビスマスでドープされた前記結晶ＧａｘＡｌｙＩｎ１－ｘ－ｙＮは、ＩＩＩ族窒化物基
板上の層である、請求項１～４のいずれかに記載の半絶縁ウエハ。
【請求項６】
　前記ウエハは、前記ウエハ全体を通して、ビスマスでドープされた結晶ＧａｘＡｌｙＩ
ｎ１－ｘ－ｙＮを備える、請求項１～４のいずれかに記載の半絶縁ウエハ。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれかのウエハ上に形成された電子素子または光学素子または光電子
素子。
【請求項８】
　１０ｍｍ２を上回る表面積および２００ミクロンを上回る厚さを有する、ビスマスでド
ープされたＩＩＩ族窒化物バルク結晶を成長させる方法であって、前記方法は、
　（ａ）ＩＩＩ族含有原料を高圧反応器内に設置することと、
　（ｂ）鉱化剤を前記高圧反応器内に設置することと、
　（ｃ）少なくとも１つのシード結晶を前記高圧反応器内に設置することと、
　（ｄ）所定量のビスマス含有ドーパントを前記高圧反応器内に設置することと、
　（ｅ）アンモニアを前記高圧反応器内に設置することと、
　（ｆ）前記高圧反応器を密閉することと、
　（ｇ）十分な熱を前記アンモニアに提供し、アンモニアの超臨界状態を生成することと
、
　（ｈ）ＩＩＩ族窒化物を前記シード結晶上に結晶化させることと
　を含み、
　前記結晶化されたＩＩＩ族窒化物は、前記所定量のビスマス含有ドーパントに起因して
半絶縁であり、
　前記結晶化されたＩＩＩ族窒化物の抵抗率は、１０４オーム・ｃｍを上回る、方法。
【請求項９】
　前記ビスマス含有ドーパントは、金属ビスマスおよびビスマスでドープされたＩＩＩ族
窒化物から選択される、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記シード結晶上に結晶化されるＩＩＩ族窒化物は、ＧａＮである、請求項８または請
求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記シード結晶は、ＧａＮである、請求項８～１０のいずれかに記載の方法。
【請求項１２】
　前記鉱化剤は、アルカリ金属を含有する、請求項８～１１のいずれかに記載の方法。
【請求項１３】
　前記鉱化剤は、ナトリウムを含有する、請求項８～１２のいずれかに記載の方法。
【請求項１４】
　ビスマスでドープされたＩＩＩ族窒化物半絶縁ウエハを加工する方法であって、前記方
法は、請求項８～１３のいずれかに記載のビスマスでドープされたＩＩＩ族窒化物バルク
結晶を成長させることと、前記バルク結晶をスライスすることにより、前記ウエハを形成
することとを含む、方法。
【請求項１５】
　素子が加工されることになる前記ウエハの表面を研磨することをさらに含む、請求項１
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４に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願への相互参照）
　本出願は、２０１２年８月２４日に出願された、Ｔａｄａｏ　Ｈａｓｈｉｍｏｔｏ，Ｅ
ｄｗａｒｄ　Ｌｅｔｔｓ，およびＳｉｅｒｒａ　Ｈｏｆｆの「ＢＩＳＭＵＴＨ－ＤＯＰＥ
Ｄ　ＳＥＭＩ－ＩＮＳＵＬＡＴＩＮＧ　ＧＲＯＵＰ　ＩＩＩ　ＮＩＴＲＩＤＥ　ＷＡＦＥ
Ｒ　ＡＮＤ　ＩＴＳ　ＰＲＯＤＵＣＴＩＯＮ　ＭＥＴＨＯＤ」とう題名の米国出願第６１
／６９３，１２２号（ａｔｔｏｒｎｅｙ　ｄｏｃｋｅｔ　ｎｕｍｂｅｒ　ＳＩＸＰＯＩ－
０１３ＵＳＰＲＶ１）に対して優先権の利益を主張する。上記出願は、以下に全てを提示
するようにその全体として参照することによって本明細書において援用される。
　本出願は、以下の米国特許出願：
　２００５年７月８日に出願された、Ｋｅｎｊｉ　Ｆｕｊｉｔｏ，Ｔａｄａｏ　Ｈａｓｈ
ｉｍｏｔｏ，およびＳｈｕｊｉ　Ｎａｋａｍｕｒａの「ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＧＲＯＷ
ＩＮＧ　ＧＲＯＵＰ　ＩＩＩ－ＮＩＴＲＩＤＥ　ＣＲＹＳＴＡＬＳ　ＩＮ　ＳＵＰＥＲＣ
ＲＩＴＩＣＡＬ　ＡＭＭＯＮＩＡ　ＵＳＩＮＧ　ＡＮ　ＡＵＴＯＣＬＡＶＥ」という題名
のＰＣＴ特許出願第ＵＳ２００５／０２４２３９号（ａｔｔｏｒｎｅｙｓ’　ｄｏｃｋｅ
ｔ　ｎｕｍｂｅｒ　３０７９４．０１２９－ＷＯ－０１　（２００５－３３９－１））、
　米国特許法Ｓｅｃｔｉｏｎ　１１９（ｅ）下で、２００６年４月７日に出願された、Ｔ
ａｄａｏ　Ｈａｓｈｉｍｏｔｏ，Ｍａｋｏｔｏ　Ｓａｉｔｏ，およびＳｈｕｊｉ　Ｎａｋ
ａｍｕｒａの「ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＧＲＯＷＩＮＧ　ＬＡＲＧＥ　ＳＵＲＦＡＣＥ　
ＡＲＥＡ　ＧＡＬＬＩＵＭ　ＮＩＴＲＩＤＥ　ＣＲＹＳＴＡＬＳ　ＩＮ　ＳＵＰＥＲＣＲ
ＩＴＩＣＡＬ　ＡＭＭＯＮＩＡ　ＡＮＤ　ＬＡＲＧＥ　ＳＵＲＦＡＣＥ　ＡＲＥＡ　ＧＡ
ＬＬＩＵＭ　ＮＩＴＲＩＤＥ　ＣＲＹＳＴＡＬＳ」という題名の米国仮特許出願第６０／
７９０，３１０号（ａｔｔｏｒｎｅｙｓ　ｄｏｃｋｅｔ　ｎｕｍｂｅｒ　３０７９４．１
７９－ＵＳ－Ｐ１　（２００６－２０４））の利益を主張する、２００７年４月６日に出
願された、Ｔａｄａｏ　Ｈａｓｈｉｍｏｔｏ，Ｍａｋｏｔｏ　Ｓａｉｔｏ，およびＳｈｕ
ｊｉ　Ｎａｋａｍｕｒａの「ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＧＲＯＷＩＮＧ　ＬＡＲＧＥ　ＳＵ
ＲＦＡＣＥ　ＡＲＥＡ　ＧＡＬＬＩＵＭ　ＮＩＴＲＩＤＥ　ＣＲＹＳＴＡＬＳ　ＩＮ　Ｓ
ＵＰＥＲＣＲＩＴＩＣＡＬ　ＡＭＭＯＮＩＡ　ＡＮＤ　ＬＡＲＧＥ　ＳＵＲＦＡＣＥ　Ａ
ＲＥＡ　ＧＡＬＬＩＵＭ　ＮＩＴＲＩＤＥ　ＣＲＹＳＴＡＬＳ」という題名の米国特許出
願第１１／７８４，３３９号（ａｔｔｏｒｎｅｙｓ　ｄｏｃｋｅｔ　ｎｕｍｂｅｒ　３０
７９４．１７９－ＵＳ－Ｕ１　（２００６－２０４））、
　２００７年９月１９日に出願された、Ｔａｄａｏ　ＨａｓｈｉｍｏｔｏおよびＳｈｕｊ
ｉ　Ｎａｋａｍｕｒａの「ＧＡＬＬＩＵＭ　ＮＩＴＲＩＤＥ　ＢＵＬＫ　ＣＲＹＳＴＡＬ
Ｓ　ＡＮＤ　ＴＨＥＩＲ　ＧＲＯＷＴＨ　ＭＥＴＨＯＤ」という題名の米国特許出願第６
０／９７３，６６２号（ａｔｔｏｒｎｅｙｓ　ｄｏｃｋｅｔ　ｎｕｍｂｅｒ　３０７９４
．２４４－ＵＳ－Ｐ１　（２００７－８０９－１））、
　２００７年１０月２５日に出願された、Ｔａｄａｏ　Ｈａｓｈｉｍｏｔｏの「ＭＥＴＨ
ＯＤ　ＦＯＲ　ＧＲＯＷＩＮＧ　ＧＲＯＵＰ　ＩＩＩ－ＮＩＴＲＩＤＥ　ＣＲＹＳＴＡＬ
Ｓ　ＩＮ　Ａ　ＭＩＸＴＵＲＥ　ＯＦ　ＳＵＰＥＲＣＲＩＴＩＣＡＬ　ＡＭＭＯＮＩＡ　
ＡＮＤ　ＮＩＴＲＯＧＥＮ，　ＡＮＤ　ＧＲＯＵＰ　ＩＩＩ－ＮＩＴＲＩＤＥ　ＣＲＹＳ
ＴＡＬＳ　ＧＲＯＷＮ　ＴＨＥＲＥＢＹ」という題名の米国特許出願第１１／９７７，６
６１号（ａｔｔｏｒｎｅｙｓ　ｄｏｃｋｅｔ　ｎｕｍｂｅｒ　３０７９４．２５３－ＵＳ
－Ｕ１　（２００７－７７４－２））、
　２００８年２月２５日に出願された、Ｔａｄａｏ　Ｈａｓｈｉｍｏｔｏ，Ｅｄｗａｒｄ
　Ｌｅｔｔｓ，Ｍａｓａｎｏｒｉ　Ｉｋａｒｉの「ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＰＲＯＤＵＣ
ＩＮＧ　ＧＲＯＵＰ　ＩＩＩ－ＮＩＴＲＩＤＥ　ＷＡＦＥＲＳ　ＡＮＤ　ＧＲＯＵＰ　Ｉ
ＩＩ－ＮＩＴＲＩＤＥ　ＷＡＦＥＲＳ」という題名の米国特許出願第６１／０６７，１１
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７号（ａｔｔｏｒｎｅｙｓ　ｄｏｃｋｅｔ　ｎｕｍｂｅｒ　６２１５８－３０００２．０
０）、
　２００８年６月４日に出願された、Ｅｄｗａｒｄ　Ｌｅｔｔｓ，Ｔａｄａｏ　Ｈａｓｈ
ｉｍｏｔｏ，Ｍａｓａｎｏｒｉ　Ｉｋａｒｉの「ＭＥＴＨＯＤＳ　ＦＯＲ　ＰＲＯＤＵＣ
ＩＮＧ　ＩＭＰＲＯＶＥＤ　ＣＲＹＳＴＡＬＬＩＮＩＴＹ　ＧＲＯＵＰ　ＩＩＩ－ＮＩＴ
ＲＩＤＥ　ＣＲＹＳＴＡＬＳ　ＦＲＯＭ　ＩＮＩＴＩＡＬ　ＧＲＯＵＰ　ＩＩＩ－ＮＩＴ
ＲＩＤＥ　ＳＥＥＤ　ＢＹ　ＡＭＭＯＮＯＴＨＥＲＭＡＬ　ＧＲＯＷＴＨ」という題名の
米国特許出願第６１／０５８，９００号（ａｔｔｏｒｎｅｙｓ　ｄｏｃｋｅｔ　ｎｕｍｂ
ｅｒ　６２１５８－３０００４．００）、
　２００８年６月４日に出願された、Ｔａｄａｏ　Ｈａｓｈｉｍｏｔｏ，Ｅｄｗａｒｄ　
Ｌｅｔｔｓ，Ｍａｓａｎｏｒｉ　Ｉｋａｒｉの「ＨＩＧＨ－ＰＲＥＳＳＵＲＥ　ＶＥＳＳ
ＥＬ　ＦＯＲ　ＧＲＯＷＩＮＧ　ＧＲＯＵＰ　ＩＩＩ　ＮＩＴＲＩＤＥ　ＣＲＹＳＴＡＬ
Ｓ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＯＦ　ＧＲＯＷＩＮＧ　ＧＲＯＵＰ　ＩＩＩ　ＮＩＴＲＩＤ
Ｅ　ＣＲＹＳＴＡＬＳ　ＵＳＩＮＧ　ＨＩＧＨ－ＰＲＥＳＳＵＲＥ　ＶＥＳＳＥＬ　ＡＮ
Ｄ　ＧＲＯＵＰ　ＩＩＩ　ＮＩＴＲＩＤＥ　ＣＲＹＳＴＡＬ」という題名の米国特許出願
第６１／０５８，９１０号（ａｔｔｏｒｎｅｙｓ　ｄｏｃｋｅｔ　ｎｕｍｂｅｒ　６２１
５８－３０００５．００）、
　２００８年６月１２日に出願された、Ｔａｄａｏ　Ｈａｓｈｉｍｏｔｏ，　Ｍａｓａｎ
ｏｒｉ　Ｉｋａｒｉ，　Ｅｄｗａｒｄ　Ｌｅｔｔｓの「ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＴＥＳＴ
ＩＮＧ　ＩＩＩ－ＮＩＴＲＩＤＥ　ＷＡＦＥＲＳ　ＡＮＤ　ＩＩＩ－ＮＩＴＲＩＤＥ　Ｗ
ＡＦＥＲＳ　ＷＩＴＨ　ＴＥＳＴ　ＤＡＴＡ」という題名の米国特許出願第６１／１３１
，９１７号（ａｔｔｏｒｎｅｙｓ　ｄｏｃｋｅｔ　ｎｕｍｂｅｒ　６２１５８－３０００
６．００）
　に関連する。上記出願は、以下に全てを提示するようにそれらの全体として参照するこ
とによって援用される。
【０００２】
　（背景）
発明分野
　本発明は、トランジスタ等の電子素子を含む、種々の素子のために使用される半導体ウ
エハに関する。より具体的には、本発明は、ＩＩＩ族窒化物から成る化合物半導体ウエハ
に関する。
【背景技術】
【０００３】
現存テクノロジーの説明
　（注：本特許出願は、括弧内の数字、例えば、［ｘ］を用いて示されるように、いくつ
かの刊行物および特許を参照する。これらの刊行物および特許の一覧は、「参考文献」と
いう表題の項に見出すことができる。）
【０００４】
　窒化ガリウム（ＧａＮ）およびその関連ＩＩＩ族窒化物合金は、マイクロ波電力トラン
ジスタおよびソーラー・ブラインド型光検出器等の種々の電子素子のための重要な材料で
ある。しかしながら、これらの素子の大部分は、ＧａＮウエハが、ヘテロエピタキシャル
基板と比較して、非常に高価であるため、サファイアおよび炭化ケイ素等の異種基板（ま
たは、ウエハ）上にエピタキシャルに成長される。ＩＩＩ族窒化物のヘテロエピタキシャ
ル成長は、著しく欠陥またはさらに亀裂がある膜を生じさせ、高電力マイクロ波トランジ
スタ等の高性能電子素子の実現を妨害する。
【０００５】
　へテロエピタキシによって生じるあらゆる基本問題を解決するために、バルクＩＩＩ族
窒化物結晶インゴットからスライスされたＩＩＩ族窒化物ウエハを利用することが不可欠
である。素子の大部分に関して、ＧａＮウエハは、ウエハの伝導性を制御することが比較
的に容易であり、ＧａＮウエハが、素子層と最小格子／熱不整合を提供するであろうため
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、好ましい。しかしながら、高融点および高温における高窒素蒸気圧のため、ＧａＮ結晶
インゴットを成長させることは困難である。現在、市販のＧａＮウエハの大部分は、水素
化物気相エピタキシ（ＨＶＰＥ）と呼ばれる方法によって生産される。ＨＶＰＥは、気相
法であり、転位密度を１０５ｃｍ－２未満に低減させることが困難である。
【０００６】
　転位および／または粒界の密度が未満１０５ｃｍ－２である、高品質ＧａＮウエハを得
るために、アモノサーマル成長と呼ばれる新しい方法が、開発されている［１－６］。最
近は、１０５ｃｍ－２未満の転位および／または粒界の密度を有する高品質ＧａＮウエハ
が、アモノサーマル成長によって得られることができる。しかしながら、アモノサーマル
法によって成長されたＧａＮインゴットは、典型的には、ｎ－型伝導性を示し、高電子移
動度トランジスタ（ＨＥＭＴ）に好ましくない。高周波数動作のため、伝導性基板は、基
板を通して高レベルの静電容量損失を生じさせる。トランジスタの性能を改善するために
、半絶縁ウエハが、非常に求められる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　（発明の要約）
　本発明は、ビスマス（Ｂｉ）でドープされたＧａｘＡｌｙＩｎ１－ｘ－ｙＮ（０≦ｘ≦
１、０≦ｘ＋ｙ≦１）の半絶縁ウエハを開示する。半絶縁ウエハは、抵抗率１０４オーム
・ｃｍ以上を有する。ＩＩＩ族窒化物の単結晶インゴットを得ることは非常に困難である
が、アモノサーマル法は、１０５ｃｍ－２未満の転位／粒界の密度を有するＩＩＩ族窒化
物の高配向多結晶インゴットを成長させることができる。
例えば、本願発明は以下の項目を提供する。
（項目１）
　半絶縁ウエハであって、前記半絶縁ウエハは、１０ｍｍ２を上回る表面積および２００
ミクロンを上回る厚さを有するＧａｘＡｌｙＩｎ１－ｘ－ｙＮ（０≦ｘ≦１、０≦ｘ＋ｙ
≦１）を備え、前記ＧａｘＡｌｙＩｎ１－ｘ－ｙＮは、ビスマスでドープされる、半絶縁
ウエハ。
（項目２）
　前記ウエハの抵抗率は、１０４オーム・ｃｍを上回る、項目１に記載の半絶縁ウエハ。
（項目３）
　前記結晶は、超臨界アンモニア中で成長されたＧａｘＡｌｙＩｎ１－ｘ－ｙＮ（０≦ｘ
≦１、０≦ｘ＋ｙ≦１）のバルクインゴットをスライスすることによって加工される、項
目１または項目２に記載の半絶縁ウエハ。
（項目４）
　前記ウエハは、１０５ｃｍ－２未満の線欠陥および粒界の密度を伴う、ＧａｘＡｌｙＩ
ｎ１－ｘ－ｙＮ（０≦ｘ≦１、０≦ｘ＋ｙ≦１）の高配向多結晶または単結晶を備える、
項目１－３のいずれかに記載の半絶縁ウエハ。
（項目５）
　前記ウエハは、ＧａＮである、項目１－４のいずれかに記載の半絶縁ウエハ。
（項目６）
　ビスマスでドープされた前記ＧａｘＡｌｙＩｎ１－ｘ－ｙＮは、約１０４オーム・ｃｍ
を上回る抵抗率を有する、項目１－５のいずれかに記載の半絶縁ウエハ。
（項目７）
　ビスマスでドープされた前記ＧａｘＡｌｙＩｎ１－ｘ－ｙＮは、１０５ｃｍ－２未満の
転位および／または粒界の密度を有する、項目１－６のいずれかに記載の半絶縁ウエハ。
（項目８）
　ビスマスでドープされた前記ＧａｘＡｌｙＩｎ１－ｘ－ｙＮは、ＩＩＩ族窒化物基板上
の層である、項目１－７のいずれかに記載の半絶縁ウエハ。
（項目９）
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　前記ウエハは、前記ウエハ全体を通して、ビスマスでドープされたＧａｘＡｌｙＩｎ１

－ｘ－ｙＮを備える、項目１－７のいずれかに記載の半絶縁ウエハ。
（項目１０）
　項目１－９のいずれかのウエハ上に形成される、電子、光学、または光電子素子。
（項目１１）
　１０ｍｍ２を上回る表面積および２００ミクロンを上回る厚さを有する、ビスマスでド
ープされたＩＩＩ族窒化物バルク結晶を成長させる方法であって、前記方法は、
　（ａ）ＩＩＩ族含有原料を高圧反応器内に設置することと、
　（ｂ）鉱化剤を前記高圧反応器内に設置することと、
　（ｃ）少なくとも１つのシード結晶を前記高圧反応器内に設置することと、
　（ｄ）ビスマス含有ドーパントを前記高圧反応器内に設置することと、
　（ｅ）アンモニアを前記高圧反応器内に設置することと、
　（ｆ）前記高圧反応器を密閉することと、
　（ｇ）十分な熱を前記アンモニアに提供し、アンモニアの超臨界状態を生成することと
、
　（ｈ）ＩＩＩ族窒化物を前記シード結晶上に結晶化させることと
　を含む、方法。
（項目１２）
　前記ビスマス含有ドーパントは、金属ビスマスおよびビスマスでドープされたＩＩＩ族
窒化物から選択される、項目１１に記載の方法。
（項目１３）
　前記シード結晶上に結晶化されるＩＩＩ族窒化物は、ＧａＮである、項目１１または項
目１２に記載の方法。
（項目１４）
　前記シード結晶は、ＧａＮである、項目１１－１３のいずれかに記載の方法。
（項目１５）
　前記鉱化剤は、アルカリ金属を含有する、項目１１－１４のいずれかに記載の方法。
（項目１６）
　前記鉱化剤は、ナトリウムを含有する、項目１１－１５のいずれかに記載の方法。
（項目１７）
　前記結晶化されたＩＩＩ族窒化物が半絶縁であるように、十分な量の前記ビスマス含有
ドーパントが存在する、項目１１－１６のいずれかに記載の方法。
（項目１８）
　ビスマスでドープされたＩＩＩ族窒化物半絶縁ウエハを加工する方法であって、前記方
法は、項目１１－１７のいずれかに記載のようにビスマスでドープされたＩＩＩ族窒化物
バルク結晶を成長させることと、前記バルク結晶をスライスし、前記ウエハを形成するこ
ととを含む、方法。
（項目１９）
　素子が加工されることになる前記ウエハの表面を研磨することをさらに含む、項目１８
に記載の方法。
【０００８】
　ここで、類似参照番号が全体を通して対応する部品を表す図面を参照する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、Ｂｉでドープされた半絶縁ＩＩＩ族窒化物ウエハを加工するための典型
的プロセスフローである。
【図２】図２は、ＢｉでドープされたＧａＮバルク結晶の写真である。　図中、各番号は
、以下を表す。　１．ＢｉでドープされたＧａＮバルク結晶
【発明を実施するための形態】
【００１０】
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　（発明の詳細な説明）
概要
　本発明の半絶縁基板は、高電子移動度トランジスタ（ＨＥＭＴ）等のＧａＮ系高周波数
トランジスタの加工に好適な特性を提供する。ＩＩＩ族窒化物の単結晶基板の欠如のため
、ＧａＮ系高周波数トランジスタが、いわゆる、サファイア、シリコン、および炭化ケイ
素等のヘテロエピタキシャル基板上に加工されている。ヘテロエピタキシャル基板は、Ｉ
ＩＩ族窒化物と化学的および物理的に異なるため、素子は、ヘテロエピタキシャル基板と
素子層との間の界面に生成される高密度の転位（１０８～１０１０ｃｍ－２）を含有する
。そのような転位は、素子の性能および信頼性を劣化させ、したがって、ＧａＮおよびＡ
ｌＮ等の単結晶ＩＩＩ族窒化物から成る基板が、開発されている。現在、市販のＧａＮ基
板の大部分は、ハイドライド気相エピタキシ（ＨＶＰＥ）を使用して生産されるが、その
プロセスは、転位密度を１０５ｃｍ－２未満まで低減させることが困難である。ＨＶＰＥ
－ＧａＮ基板の転位密度は、ヘテロエピタキシャル基板上のＧａＮ膜より数桁小さいが、
転位密度は、依然として、電子機器内の典型的シリコン素子より数桁大きい。より高い素
子性能を達成するために、より低い転位密度が、要求される。１０５ｃｍ－２未満の転位
密度を達成するために、超臨界アンモニアを利用する、アモノサーマル成長が、現在まで
に開発されている。現在、アモノサーマル法は、１０５ｃｍ－２未満の転位密度を伴うＧ
ａＮウエハを生産することができる。しかしながら、アモノサーマル成長は、典型的には
、高レベルの電子を伴う結晶を生産し、したがって、基板は、ｎ型またはｎ＋型である。
トランジスタ用途のための低欠陥アモノサーマルウエハを使用するために、抵抗率を増加
させることが必要である。
【００１１】
本発明の技術説明
　半絶縁基板の本発明は、アモノサーマル成長によって、低転位ＩＩＩ族基板の利点を最
大限にすることが予想される。半絶縁ＧａＮ系基板を得るために、遷移金属のドープが、
提案されている［７］。しかしながら、開示される方法は、ＨＶＰＥに焦点を当て、１０
５ｃｍ－２未満の転位密度を有する高品質バルク結晶には適用可能ではない。低転位ＩＩ
Ｉ族窒化物バルク結晶を達成するために、アモノサーマル法等のバルク成長法が、使用さ
れなければならない。しかしながら、遷移金属のドープ効率は、アモノサーマル成長では
、効率的ではない。したがって、アモノサーマル法と互換性があり、ＩＩＩ族窒化物基板
内で半絶縁特性を実現するであろう、新しいドーパントを探した。研究を通して、Ｂｉが
アモノサーマル成長におけるドープに好適であることを見出した。
【００１２】
　Ｂｉでドープされた半絶縁ＩＩＩ族窒化物ウエハを調製するための典型的プロセスフロ
ーは、図１に表される。アモノサーマル法または他のバルク成長法（フラックス法、高圧
溶液成長等）を使用することによって、ＢｉでドープされたＩＩＩ族窒化物バルク結晶が
、成長される。ＢｉでドープされたＩＩＩ族窒化物バルク結晶は、ウエハにスライスされ
るために十分に大きくあるべきである。また、ＢｉでドープされたＩＩＩ族窒化物バルク
結晶は、１０５ｃｍ－２未満の転位および／または粒界の密度を伴う高配向多結晶または
単結晶であるべきである。ＢｉでドープされたＩＩＩ族窒化物バルク結晶は、複数のワイ
ヤソーを用いて、ウエハにスライスされ、次いで、ウエハは、研削、ラップ仕上げ、およ
び研磨によって仕上げられる。アモノサーマル法等のバルク成長法を使用することによっ
て、１０５ｃｍ－２未満の転位密度が、達成されることができる。商業使用のために、直
径が１インチより大きく、２００ミクロンより厚い基板が、好ましい。素子層または構造
が形成される表面は、原子レベルまで研磨される。研磨プロセスは、典型的には、ダイヤ
モンドツールを用いた研削と、ダイヤモンドスラリーを用いたラップ仕上げと、コロイド
状シリカを用いた研磨とから成る。仕上げられたウエハは、随意に、仕上げ表面を化学的
、物理的、および／または機械的損傷から保護するための保護層を有することができる。
【００１３】
（実施例１）
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　ＧａＮのバルク結晶が、原料としての多結晶ＧａＮ、溶媒としての超臨界アンモニア、
鉱化剤としてのナトリウム（アンモニア内に対して４．５ｍｏｌ％）、およびドーパント
としての元素Ｂｉ（原料に対して６％）を使用して、アモノサーマル法を用いて成長され
た。元素Ｂｉは、鉱化剤とともに設置された。成長温度は、５００～６００℃であり、成
長は、４日に及んだ。２００ミクロンを超える厚さのＧａＮが、ｃ－平面ＧａＮシード結
晶上に成長された［図２］。結晶のサイズは、約１０ｍｍ２であった。結晶品質は、Ｘ線
回折を用いて特性評価された。００２回折の半値全幅（ＦＷＨＭ）は、２３１秒角であり
、２０１回折のＦＷＨＭは、４８５秒角であった。０１１、１１０、０１３、０２０、１
１２、００４、０２２、１２１、００６等の他の平面からの回折は、測定されないが、同
様の数のＦＷＨＭが、予想される。Ｂｉドープを用いても、結晶品質は、著しく劣化され
なかった。ＧａＮ結晶の抵抗率が、２プローブ法を用いて測定された。プローブの分離は
、２．５ｍｍであり、印加された電圧は、１０Ｖであった。回路を通る電流は、電流計の
検出限界（１０マイクロＡ）を下回った。本実験から、抵抗率１０４オーム・ｃｍ以上で
あると推定した。図２に示されるように、結晶色は、暗茶色または黒色であった。明らか
に、光学吸収係数は、可視波長範囲全体を通して、１０ｃｍ－１より高い。転位密度は、
本特定の結晶上で測定されなかったが、Ｘ線ＦＷＨＭに基づいて、転位密度が約１０５ｃ
ｍ－２以下であると推定する。
【００１４】
利点および改良点
　本発明は、１０５ｃｍ－２を下回る転位密度を有する半絶縁ＩＩＩ窒化物ウエハを提供
する。Ｂｉは、アモノサーマル成長によって半絶縁ＩＩＩ族窒化物バルク結晶を成長させ
るための効率的ドーパントである。Ｂｉの高濃度ドープを用いても、結晶品質は、著しく
劣化しなかった。ＢｉでドープされたＩＩＩ族窒化物バルク結晶をスライスすることによ
って加工されたウエハは、ＨＥＭＴ等の電子素子に好適であることが予想される。
【００１５】
可能性として考えられる修正
　好ましい実施形態は、ＧａＮ基板を説明するが、基板は、ＡｌＮ、ＡｌＧａＮ、ＩｎＮ
、ＩｎＧａＮ、またはＧａＡｌＩｎＮ等の種々の組成物のＩＩＩ族窒化物合金であること
ができる。
【００１６】
　好ましい実施形態は、バルク成長法として、アモノサーマル成長を説明するが、高圧溶
液成長、フラックス成長、水素化物気相エピタキシ、物理気相輸送、または昇華成長等の
他の成長法も、使用されることができる。
【００１７】
　好ましい実施形態は、ｃ－平面ＧａＮを説明するが、ａ－面、ｍ－面、および種々の半
極性表面等の他の配向もまた、使用されることができる。加えて、表面は、若干、これら
の配向からミスカット（ずれてスライス）されることができる。
【００１８】
　好ましい実施形態は、ドーパントとして金属Ｂｉを説明するが、Ｂｉでドープされた多
結晶ＧａＮ、Ｂｉでドープされた非晶質ＧａＮ、Ｂｉでドープされた単結晶ＧａＮ等のＢ
ｉでドープされたＩＩＩ族窒化物も、ドープ濃度のより優れた制御のために使用されるこ
とができる。
【００１９】
　ＢｉでドープされたＩＩＩ族窒化物結晶が、前述で論じられるが、硫黄、セレン、アン
チモン、スズ、または鉛、あるいはこれらの任意の組み合わせ等の他の元素が、半絶縁Ｉ
ＩＩ族窒化物結晶の代わりに、またはそのためのビスマスと組み合わせて、ドーパントと
して作用してもよい。
【００２０】
参考文献
　以下の参考文献は、参照することによって本明細書に組み込まれる。
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際特許出願第ＰＣＴ／ＵＳ２００７／００８７４３号、第ＷＯ０７１１７６８９号。また
、第ＵＳ２００７０２３４９４６号、２００７年４月６日出願の米国出願第１１／７８４
，３３９号も参照。）
［６］Ｄ’　Ｅｙｅｌｙｎ（米国特許第７，０７８，７３１号）
［７］Ｖａｕｄｏ，　ｅｔ　ａｌ．，（米国特許第７，１７０，０９５号）
　前述の参考文献はそれぞれ、特に、アモノサーマル法を作製、使用し、これらの窒化ガ
リウム基板を使用する方法の説明に関して、本明細書に完全に記載される場合と同様に、
参照することによって全体として組み込まれる。
 

【図１】

【図２】
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